
報 道 発 表 横浜地方気象台 

令 和 ８ 年 ２ 月 2 7 日 

横 浜 地 方 気 象 台 

横浜市及び相模原市の気象警報等発表区域の変更について

新たな防災気象情報の運用開始に伴い、横浜市及び相模原市を対象とする気

象警報等の発表区域（二次細分区域）について、各市のより的確な防災対応に

資するため、地域ごとの気象や災害特性を踏まえて分割します。 

横浜地方気象台では、横浜市及び相模原市のより効果的・効率的な防災対応に資する

ため、気象警報等の発表区域の分割について、神奈川県及び横浜市、相模原市とともに

検討を重ねて参りました。 

今般、新たな防災気象情報の運用開始に伴い、各市の気象警報等の発表区域を分割し、 

気象や災害特性を踏まえた地域ごとに発表するように変更します。 

記 

１ 変更時期 

令和 8年 5月下旬（予定）：新たな防災気象情報の運用開始に合わせて実施 

２ 発表区域の変更（詳細は別紙を参照） 

現行の発表区域名称 変更後の発表区域名称 

横浜市 
（よこはまし） 

横浜市北部、横浜市南部 
（よこはましほくぶ）（よこはましなんぶ） 

相模原市 
（さがみはらし） 

相模原市西部、相模原市東部 
（さがみはらしせいぶ） （さがみはらしとうぶ） 

３ 新たな防災気象情報の運用について 

 令和 8 年 5 月下旬（予定）から気象の警報などが大きく変わります。これらの情報体系

については以下をご参照ください。 

気象庁報道発表（令和 7年 12月 16日） 

https://www.jma.go.jp/jma/press/2512/16a/20251216_taikeiseiri.html 

問合せ先：横浜地方気象台 担当 防災グループ 

電話 045-621-1999 

https://www.jma.go.jp/jma/press/2512/16a/20251216_taikeiseiri.html


別紙

気象警報等の発表区域（二次細分区域）の変更内容（地図形式）



気象警報等の発表区域（二次細分区域）の変更内容（表形式）

【変更後】

府県予報区 一次細分区域 市町村等をまとめた区域 二次細分区域の名称

神奈川県

東部

横浜・川崎 横浜市北部、横浜市南部、川崎市

湘南
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名
市、座間市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮
町

三浦半島 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町

西部

相模原 相模原市西部、相模原市東部

県央 秦野市、厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村

足柄上
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、
開成町

西湘 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町

【現行】

府県予報区 一次細分区域 市町村等をまとめた区域 二次細分区域の名称

神奈川県

東部

横浜・川崎 横浜市、川崎市

湘南
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名
市、座間市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮
町

三浦半島 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町

西部

相模原 相模原市

県央 秦野市、厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村

足柄上
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、
開成町

西湘 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町



横浜市

相模原市
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